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　愛知県では、複雑・多様化する消費者被害や深刻化する高齢者の消費者被害などに的確に対応するため、平成27年３月に
「あいち消費者安心プラン2019（第二次愛知県消費者行政推進計画）」を策定しました。

【県民生活部県民生活課】

【県民生活部県民生活課】

【県民生活部県民生活課】

　愛知県では、県や市町村の消費生活相談窓口で消費生活相談業務に
従事していただける人材を養成するため、「消費生活専門相談員」資格の
取得を目指す「消費生活相談員養成研修」を開講します。
※就職を保証するものではありません

　公正取引委員会事務総局中部事務所では、「私たちの暮らしと公正取引委員会の関わり
～安くてよい商品が買えるワケ 独占禁止法と景品表示法～」をテーマに、消費者セミナーを
開催します。

平成27年7月1日（水）～11月18日（水）までの
平日51日間
10時から16時まで（一日あたり5時間）

履歴書・課題作文（800字以内）を平成27年6月9日（火）までにご提出ください。
長形３号に362円分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

一般財団法人日本消費者協会（愛知県の委託先です）
電話 03-5282-5311
研修の詳細は、愛知県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000067953.html

●日　　時　平成２７年６月４日（木）午後２時～午後４時
●場　　所　名古屋市中区三の丸２－５－１名古屋合同庁舎第２号館８階
　　　　　　共用大会議室
●講　　師　公正取引委員会事務総局　中部事務所 職員
●定　　員　５０名（申込み先着順）
●申込方法　電話・ＦＡＸにて、下記まで直接お申込みください。なお、ＦＡＸでの申込みの場合には、お名前と
　　　　　　御連絡先の電話番号及び参加人数を記入してください。
●申 込 先　公正取引委員会事務総局 中部事務所 取引課
　　　　　　電 話 ０５２－９６１－９４２３　ＦＡＸ ０５２－９７１－５００３

無料（研修修了者には交通費を支給）

●一次審査：書類選考　●二次審査：面接試験

公正取引委員会事務総局
中部事務所からのお知らせ

参加
無料

◆私たちが安くてよい商品を買えるワケ：ゲームで競争のメリットを体感！
◆これまでにどんな事件があったの？：
　食品における不当表示等の問題について､具体的な違反事例を紹介！

公正取引委員会
キッズ向けキャラクター

「どっきん」

内 容

公正取引委員会事務総局中部事務所ホームページ　http://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/

　愛知県では、県民の皆様の消費者教育に役立てていただくとともに、消費者教育の担い手の連携・協働を促進するため、
啓発パンフレット「消費者教育推進ガイド」を作成しました。
　本ガイドでは、消費者教育の内容や実施方法、講師派遣や講座等を実施する団体の情報も掲載されています。
家庭や学校、地域、職域など様々な場で、ぜひご活用ください。

　消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育です。

消費者被害の救済・
未然防止の強化
～消費者問題解決力の高い
地域づくりを目指して

消費生活の
安全・安心の確保
～安心して商品・サービスを
選択できる暮らしの実現を

目指して

主体性のある
消費者の育成

～消費者力の向上と消費者
市民社会の形成を目指して

計画の詳しい内容は愛知県のホームページでご覧いただけます。　http://www.pref.aichi.jp/0000081412.html

県内の消費生活相談窓口はじめ、図書館等の公共施設に設置されています。
愛知県のホームページからダウンロードしていただくこともできます。
http://www.pref.aichi.jp/0000080914.html

消費者教育とは？

　大人も子どもも、みな消費者です。幼児期から高齢者までの生涯を通じて、
それぞれの時期に応じて、消費者教育を受けることが大切です。

だれが対象になるの？

3つの目標のもとに、１６の取組、１１０の施策を実施します。

http://www.pref.aichi.jp/0000081412.html
http://www.pref.aichi.jp/0000080914.html

